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Contents Message from 
the Editor
刷新した誌面構成でUNHCRニュー

ス「難民 Refugees」をお届けするに

あたり、一言ご挨拶申し上げます。

長らく発行してまいりました日本語

版「難民」誌は、2001年4号をもって

休刊といたしました。これにつきま

して多くの読者の皆様から、貴重な

ご意見をいただきましたこと、心よ

り感謝申し上げます。今後は、本誌

が、日本語で発行する主要な広報誌

となります。そのため、情報量の充

実をはかり、読みやすい誌面をめざ

して構成も刷新いたしました。

さて、今号では、今なお難民問題

の主要課題の一つであるアフガニス

タンの援助活動と今年の国連「難民

の日」（6月20日）のテーマである

「難民女性」についてお伝えします。

皆様のご意見をお寄せいただけれ

ば幸いです。
難民
Refugees
Number21
2002年第2号

お知らせ　

UNHCR日本・韓国地域事務所はホームペ
ージを開設しています。ぜひご活用ください。
資料紹介もしており、ホームページから電子メ
ールを通してのお申し込みも可能です。

http://www.unhcr.or.jp
資料・その他のお問い合わせ先

UNHCR（ユー・エヌ・エイチ・シー・アール）
日本・韓国地域事務所　広報室

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-53-70
UNハウス（国連大学ビル）6階
TEL  03-3499-2310
FAX  03-3499-2273
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UNHCRの援助活動は皆様のご寄付に支え
られています。
ご寄付は郵便振替にてお願いいたします。
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―表紙写真―

�メイン（モノクロ）パキスタンに暮らすアフガン難民（1982年）。
UNHCR/A. Diamond
※今後UNHCRの歴史的な記録写真をご紹介していく予定です。

上－右 何年も経た後、初めて公衆の前でベールを持ち上げ顔を見せたアフガ
ン女性たち。UNHCR/P. BENATAR/CS・AFG・2002

上－左 世界でも規模が大きく、古くに発生した難民集団の一つであるエリトリア
難民。彼らが故郷に戻り始めた。スーダン国境近くの町テセニーに到着
した人々。UNHCR/S. BONESS/CS・ERI・2001

下 UNHCRの配給センターで、援助物資の受け取りを待つパキスタンから
到着したばかりのアフガン帰還民。カブール近郊のプリチャクリ・センタ
ー。UNHCR/R. Hakozaki  



1975年に世界一周旅行に出発した私は、76年の夏、ヨーロ

ッパから陸路トルコ、イランを経て、アフガニスタンに入っ

た。広大な土漠を、バスやトラック、時にはロバの背中に揺

られて、パキスタンに向かった忘れがたい旅であった。思い

起こすと、当時バックパックを担いだ若者たちが、それぞれ

の思いを抱いて旅をしたルートであった。ある者は、人生の

意義を求め、ある者は自己の限界を試す、あるいは、さすら

うことの楽しみを求める旅だった。

そこでは、日が落ちると、日中の酷暑に耐えた身体には厳

しすぎる程の冷え込みが襲ってきた。また、予告無しに起こ

る猛烈な砂嵐にも幾度となく悩まされた。信じられぬ程、深

く澄んだ青空から照らす太陽は容赦無く肌を刺すが、夜にな

ると、慈悲深い月と星の光が輝いていた。自然は紛れも無く

過酷だったが、旅の途中で出くわすオアシスには驚くほど澄

んだ冷たい水があった。その自然は

中途半端なところがなく、強烈なコ

ントラストとして私の記憶に存在し

ている。

アフガニスタンの男たちはタフで

強靱
じん

な風
ふう

貌
ぼう

をしていて、握手をする

時など、力を込めて足を踏ん張って

いないと、引きずられるかと思うほ

ど力強かった。彼らは、見ず知らず

の異国の旅人である私を家に招き入

れ、土壁の粗末な小屋の中で乏しい

食料を分け与えてくれた。ある家で

は、恐らく最後の一かけと思われる

砂糖の塊
かたまり

を、客人である私に勧めて

くれた。「結構です」と手まねで断

る私を無視して、家の主が私のカップに塊を放り込んだ。お

ろおろしながらもアフガン流のもてなしに感謝している異国

人が可笑しかったのだろう、彼の子ども達が嬉しそうにクス

イランのマシャドで
想うこと

UNHCR
イラン・マシャド支所長

小田島利郎

20年以上におよぶ
戦争・内戦に
終止符を打ち、
ようやく平和への
緒についた
アフガニスタン。
ピーク時には難民数が630万人と世界最大規模の難民問題となった。
現在もパキスタンやイランなど周辺諸国で暮らす難民は400万人をこえる。
今号では、イランとアフガニスタンから帰還についての人々の思いや
UNHCRの取り組みを報告する。
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パキスタンからのアフガン帰還民。
カブール近郊にある援助物資の配給センター。

UNHCR/R.Hakozaki

アフガニスタン
動き始めた
難民の帰還

アフガニスタン
動き始めた
難民の帰還

きょう

P r o f i l e
おだしま としろう
1951年、岩手県生まれ。
玉川大卒。ニューヨーク
大学にて政治学修士号
取得。1 9 8 3年より
UNHCRの職員に。スワ
ジランド事務所をはじめ
として、スーダン、ジュネー
ブ本部アフリカ局、タイ、
ジュネーブ本部中央アジ
ア担当上級デスクをへ
て99年より現職。



2002年1月から、我々のマシャド事務所は難民の意識調査

を行っているが、これは最近のアフガニスタンにおける状況

の変化と帰還への可能性を、難民自身がどのように考えてい

るかを探る目的からである。40～50代の難民のほとんどは、

帰還に対して否定的ではないにしろ、かなり慎重である。そ

れは恐らく、アフガニスタンで体験した度重なる試練による

ものだと推測される。それとは対照的に、イランで教育を受

けた、母国を知らない多くの若い男女が、アフガニスタンに

戻り、自国の再建に意欲的な興味を示していることは注目に

値する。

UNHCRをはじめとする国連機関およびNGOによって、4

月上旬から始められる難民帰還に向けた準備が、イラン政府

と協議をしながら進められている。しかし、まず一歩を踏み

出したばかりで、問題解決の道のりは長く困難なものと予想

される。アフガニスタンに平和と安定がもたらされ、大多数

の難民が母国に戻り、長きにわたる苦難に終止符が打たれる

までは、国際社会の関心が再び失われ無いことを願うばかり

である。そして、かつて私が体験した、優しさと寛容に満ち

たアフガニスタンが甦
よみがえ

ることを期待して止まない。

（2002年3月記）

クスと笑った。カブールでは、ハイスクールの校門から出た

女子学生たちとすれ違ったが、無言の彼女たちも恥じらいに

満ちた優しい笑みをたたえていた。

あの自然に似た荒々しい部分も持ち合わせているのだろう

が、私が出会ったアフガンニスタンの人々は、優しく寛容だ

った。彼らの生活は、貧しいものだったが、我々が忘れかけ

ていた心の豊かさが感じられた。残念なことに、その後間も

なく、アフガニスタン全土が戦渦に巻き込まれ、破壊と殺
さつ

戮
りく

、

旱
かん

魃
ばつ

と飢えが続くことになるのである。

一日一ドル程の僅
わず

かな予算で旅する間に思い知らされたの

は、自分がいかに世界を知らなかったかであった。その後、

米国の大学院で学んでいる時、UNHCRは「実際に現場で活

動する国連機関」であるとの一節に注目し興味を抱いた。莫

大な量の文章を作成して会議をするだけでなく、実際に、世

界中で難民の人権擁護に携わる国連機関UNHCRの存在を、

その時に初めて知ったのである。

難民に手を差し伸べ続けてきたイラン
初めてアフガニスタンを訪れて20年以上が過ぎてから、イ

ランに逃れたアフガン難民の恒久的解決に僅かでも貢献した

いと希望して、私はこの地域に戻った。

イランには政府によると230万人以上のアフガン難民が

居住し、私の活動拠点であるコラサン州だけでも30万人、中

には20年以上も難民生活を送っている者もいる。

長期にわたる難民の生活は、難民とその庇護国に多くの問

題をもたらす。しかしながら、長い間イランに居住するアフ

ガン難民にとって最大の恩恵は、教育である。過去20年間、

難民として認定されている親の子ども達は、男女を問わずほ

とんど無料でイラン政府の公立学校で教育を受けている。ま

た、認定されていない親の子ども達も、難民居住地区に作ら

れた塾のような施設で教育を受けられるのである。これは、

全ての子ども達はその両親の法的身分の如何
い か ん

を問わず、基本

的に教育を受ける権利が有るとするイラン政府が、非公式な

がら許可しているからである。イランの政府および国民が長

期にわたり、多くのアフガン難民に様々な援助の手を差し伸

べてきた事実が、国際社会に充分理解されていないのは残念

である。

恐らくは、難民の数の多さと、その問題の複雑さもあるのだ

ろうが、国際社会はアフガニスタンから長いこと目を背け続

けてきた。それが、昨年9月11日の悲劇をきっかけに、ようや

く世界の注目を集めることとなったのは、周知の通りである。

4/REFUGEES

マシャドの事務所で
毎週開かれる援助関
係機関の調整会議。

4 JUNE 2002

国境の町ドガルンで、本国へ帰るアフガン難民とともに。



活動報告

アフガニスタンでは昨年11月にタリバン政権が崩壊し、年

末には暫定行政機構が発足した。それに伴ない、イランやパ

キスタンに滞在するアフガン難民が自国に帰り始めている。

UNHCRは80万人の難民と40万人の国内避難民が故郷に帰る

という想定で保護・援助業務を展開している。ここでは、ア

フガニスタン難民の自主帰還事業に関わる問題やその対応に

ついて述べたい。

難民の帰還は彼らの国に平和が訪れ、政治状況が落ち着い

た後に始まるのが理想的である。しかし、どこの難民でも、

すぐにでも故郷に帰りたいと思い、帰還事業は帰る国の治安

が整っていない状況下で始まることが多い。アフガニスタン

もその例にもれず、治安が完全に回復していないながらも、

帰還を望む人は多く、UNHCRはパキスタンやイラン政府、

アフガニスタン暫定行政機構と協力し帰還事業を行っている。

現在のところ、UNHCRおよび関係国は、アフガニスタンが

まだ完全に帰還に適した状況ではないという判断から、帰還

を促進するのではなく、帰還したいと望む人々を助けるにと

どまっている。それでも、3月1日から始まったパキスタンか

らの帰還事業を利用して、ひと月で10万人以上が帰還した。

当初のパキスタンからの年間帰還推定数40万人と比較すると、

随分速いペースといえよう。

さて、このような大規模

帰還事業には、保護と援助

の両面からさまざまな点を

考慮することが必要だ。ま

ず、帰還の法的な枠組みと

して、関係国とUNHCRが

帰還協定に署名することが

必要である。また、難民の

自主的な意思に基づく帰還

かどうかを確認する。さら

に、帰還難民が自国で差別

を受けない、特に少数民族

の人権が尊重されなければ

ならない。具体的な援助と

して、帰還者の交通費の支

給、毛布、台所用品など帰

国当初に必要な物資や食糧

の提供、病人や妊婦など医療的配慮

が必要な人々のための特別な交通手

段の手配も考えねばならない。さら

に、故郷に帰った後も、家が破壊さ

れている、井戸の設備が不足してい

る、農業を始める道具がない、など

の問題が残る。

こうした広範囲な問題に取り組む

には、まず、暫定行政機構や帰還省

と共に人権問題や援助の大枠につい

て協議し、協力関係を築くことが重

要である。また、政府だけでなく

NGOが住居、水、農業などの分野

で援助活動に参加することが不可欠だ。さらには、国際社会

がアフガニスタンの復興のために協力し、治安の安定、民主

的政府の設立、緊急援助・開発の資金を長期的に支援しなけ

ればならない。そうでなければ一度帰還した人々が再び移動

せざるを得ない状況が起こる。

容易でない資金の確保
このような中で、私はプログラム担当官として働いている。

予算設定、支出管理、資金調達状況への配慮などが仕事の重

要な部分である。2002年度の予算は9700万ドルだが、その資

金の全額が手元にあるわけではない。UNHCRの事業資金は、

ほとんど全て自主的拠出金（寄付）で成り立っており、「寄

付」が実際にUNHCRの事務所に届かない限り「予算はあっ

ても資金はない」という状態が起こる。最近はアフガン難民

という言葉を知らない人がいないくらい注目度の高いこのオ

ペレーションも、その台所事情はなかなか容易ではない。

3月には帰還民に現金で交通費を用意すること、援助物資

の購入、帰還後の井戸掘り、住居建築の準備費用も確保する

必要があった。しかし、ある夜９時頃、ジュネーブ本部から

電話があり「交通費を確保するなら物資購入を減らし、物資

調達を選ぶなら交通費はない」と言われた。交通費は2週間

で約240万ドル、物資調達には当面900万ドルの見積もりを立

てており、その他の費用と合わせると本部で用意している利

用可能な資金額を超えてしまうからだ。苦しい選択である。

私がカブールで、支出計画をもう一度見直している間、本部

の担当者も財務部など関係部署を巡り、翌日「来週、ある国

から2000万ドルが提供されるから、それを見越して、全ての

支出計画をOKとしよう」と連絡が入り胸をなでおろした。

長期的支援の必要性
最後に再び強調したいのは、難民の帰還という問題は、単

に彼らがアフガニスタンの村まで帰るということではなく、

帰国後の生活再建と故郷への再定着に関わる問題であるとい

うことだ。豊かでもなく、平和も完全に戻っていない故郷で

の再出発・再定着を可能にするには、世界の人々、国々がこ

の国の再建について長期的に協力する姿勢が必要だ。

難民の帰還と
その再定着を
支える

P r o f i l e
しみずやすこ
1 9 9 4年 J POとして、
UNHCRジュネーブ本部
に配属される。その後、
チェチェン緊急援助、ウ
ガンダ、コソボ、アルバニ
アなどを経て現職。

UNHCR
アフガニスタン事務所
プログラム担当官

清水康子

故郷に戻る途中、UNHCR
の配給センターに設けられ
た日よけの下で休むアフガ
ン帰還民の女性と子ども達。
UNHCR/R.Hakozaki
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UNHCR事務所�

首都�

国境�

サウジ�
アラビア�

スーダン�

エジプト�

エチオピア� ソ
マ
リ
ア�

エリトリア�

ジブチ�

エチオピア�

スーダン�

テセニー�

バレンツ�

エス・�
ショワク�

マッサワ�

アスマラ�

紅 海�

エリトリアという国を知っています

か？ 1993年にエチオピアから独立した

ばかりの新しい国です。8つの言語を話

す9つの民族が共に暮す、つい最近まで

戦争をしていたとは思えないほど穏やか

な国民性を持つ人々の国です。

首都アスマラは、車のドアを開けたま

ま側を離れても盗難にあわないほど治安

がよく、田舎のサバンナには、ラクダと

ロバが歩いているような穏やかな風景が

続く、人口399万人の小さな国です。

2001年夏、UNHCRから届く難民ニュ

ースのトップ3は、アフガニスタン、エ

リトリア、カンボジアでした。1994年よ

り旧ユーゴスラビア各国で難民支援を行

ってきたJENは、メディアに取りあげら

れずに、世界から忘れ去られている難民

のニーズに応えたい、という想いで、

2001年秋、エリトリアへ現地調査のため

のスタッフを派遣しました。

20年続いた内戦を経て93年に独立した

エリトリアでは、長期にわたってスーダ

ンに避難していた難民が、独立から8年

を経てやっと帰還を始めています。クロ

アチアおよびユーゴスラビアで、避難し

てきた難民の受け入れ事業に携わってき

た私にとって、長期にわたって避難して

いた人々がやっと自分の故郷に戻る「帰

還」に立ち会えることは、非常に感激的

な出来事でした。スーダンとエリトリア

の国境で出会った光景は、青空の下、何

台も続くトラックに乗ったとても明るい

表情の人々、陽気な歌声など、新たな生

活を踏み出す不安を全く感じさせない、

期待に満ちた人々の波でした。

しかし、スーダンの難民キャンプでの

生活は、衣食住が保障され、あまり努力

をしなくても安定した生活ができたこと

も事実でした。帰還民の世帯主の40％が

女性であり、難民キャンプで独りになっ

た女性は、その後も「支援」に頼って生

きていたケースが多く、「1年後に緊急食

糧援助が止まったら、どうやって生活し

ていくつもりですか？」と尋ねると、

「神様が助けてくれるでしょう」と、答

える人が少なくありません。

帰還民の自立を支援する
2002年2月、前年の調査結果を受け、

エリトリアでの活動立ち上げを決定した

JENは、秋の調査に同行した近
こん

田
だ

めぐみ

を現地駐在員として派遣。3月には私も

再度現地を訪れました。現地政府や

UNHCRとの調整の合間に、首都アスマ

ラから車で9時間かかる現場に4日間滞在

し、滞在先のテセニーからさらに車で1

～2時間の村々を訪問。23名の女性世帯

主を対象に聞き取り調査を実施し、生活

状況や収入向上のために必要な技術や経

験について、情報収集をしました。その

結果、JENは「女性世帯主を対象に、社

会的･経済的自立を支援する事業」を計

画しています。

スーダンでの滞在が短かった女性たち

の中には、すでに自力で収入を得ている

人もいます。揚げドーナツを毎朝作って、

子ども達が道端で売っているお母さんや、

近くから摘んできた草を使ってマットを

作り、週一回開かれる市場で売って収入

を得ているお母さん。しかし、多くは、

何も技術を持っていないか、あるいは農

業や手工芸品の技術を持っていても、そ

れを販売したことがない人たちばかりで

す。そのため、技術を身につけ、販売ネ

ットワーク作りをすることが必要です。

多くの人は、支援に頼って生きてきた

ため、物資を与えられてもそれを消費す

る経験しかありません。そのため、まず

は「食糧配布がなくなったらどうなるの

か。子ども達をどうやって養うのか。そ

のために、今するべき事は何か」という

ことを他の女性たちと共に考え、話し合

い、学ぶことが必要です。そのため、

JENは、すぐに職業訓練や収入向上事業

を始めるのではなく、まず話し合いの場

を持つことから始めようと考えています。

また、職業訓練といっても、学校で教わ

るのではなく、村の中で上手に工夫して

収入を得ている女性に指導を受け、研修

後もいつでも困った時に相談できる態勢

を整えようと計画しています。

「緊急」時には、多くのメディアが悲

惨な状況を取り上げ、人々もその生活の

厳しさに支援の手を差し伸べます。しか

し、「復興」時には、人々の関心は薄れ、

帰還した人々が何も無い土地でゼロから

自立へと立ち向かわなければならない現

実は忘れられがちです。UNHCRは、世

界中の難民の状況に目を向け、継続的に

支援を行っています。その姿に様々な土

地で、パートナーシップを通じて触れ、

これからもJENはUNHCRや他の国際機

関、NGOと共に協力して現地で支援を

行いつつ、多くの難民の置かれている現

実を一人でも多くの方に伝えていきたい

と考えています。

Partnership in Action

旧ユーゴスラビアから
アフリカへ
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特定非営利活動法人 JEN
事務局次長　

浅川葉子
エリトリアの首都アスマラで子ども達と。

帰還民を乗せ国境をこえてきたコンボイ。
写真提供：筆者



日本の政府開発援助（ODA）は、開

発途上国の経済・社会の開発促進をめざ

すものである。そのODAの一環として

国際協力事業団（JICA）は、開発途上国

の人的能力を伸ばし、自立と持続可能な

開発を促すための技術協力を行っている。

戦争や紛争などの大規模な危機は、

人々を故郷から追い立てるだけでなく、

開発にも悪影響を与える。最も開発が遅

れている40か国以上が、難民の受け入れ

国か、流出国であるという事実もある。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

の統計（2001年1月現在）によると、

UNHCRの援助対象者は難民、国内避難

民、そして帰還民を含め2200万人。

持続可能な復興と平和を実現するため

には、紛争予防や人道緊急援助、紛争後

の復興・開発のための開発援助が大きな

役割を果たす。世界的に相互依存が深ま

るなか、いかなる国も各地で起きる事件

や危機と無関係ではいられない。日本は

国際社会の重要な一員として、国内の安

定と国民の福祉を確保するだけでなく、

世界の平和と繁栄に貢献すべく取り組ん

できた。

最近では、アフガニスタンの復興支援

に向けた世界各国・諸機関の連携努力に

おいて、日本は指導的役割を果たした。

過去数十年にわたり戦争と干ばつに苦し

んできたアフガニスタンだが、今年1月

21～22日に東京で開催された「アフガニ

スタン復興支援国際会議」の結果は、い

まや現地での活動という形に発展してい

る。JICAは、紛争予防、人道援助、紛

争後の復興支援、そして最終的には持続

可能な開発を促すうえで、大きな役割を

担っている。JICAは、アフガニスタン

の復興のための有効な事業を形成し、そ

れをさまざまな組織と連携して実施する

ことを目的として同国に調査団を派遣し

た。UNHCRも、難民の帰還と定着活動

に長期的で幅広い開発政策・計画を反映

すべく、JICAを始めとする開発機関と

の連携を積極的に模索している。

過去の事例を見ると、多くの場合、人

道緊急援助の後に開発事業や長期的な計

画が実施されなかった。このため、サハ

ラ以南のアフリカにある大規模なキャン

プのように、極めて多くの難民が外部か

らの援助や配給に依存し続け、難民状態

を長引かせてしまった。また、インフラ、

社会福祉サービス、雇用などがないと、

多くの難民は故郷に帰還しても定着に苦

労する。

したがって長期化した難民問題に対処

し、将来の難民危機の長期化を防ぐため

には、難民や帰還民が、受け入れ地域の

社会経済活動に貢献できるようにし、難

民や帰還民も潜在的な「開発の担い手」

とみられるようにすることが極めて重要

である。こうした努力の好例が、「ザン

ビア・イニシアティブ」である。これは

開発事業の焦点を難民を庇護している地

域社会に置き、地元住民の貧困を緩和す

るとともに、難民と受け入れ先の社会双

方のエンパワーメントを進めようという

包括的な取り組みである。こうしたイニ

シアティブは、難民と庇護国の間に摩擦

が生じるのを防ぎ、キャンプや国境付近

で生活する難民に安全で暮らしやすい環

境を確保し、自立を促すことから、難民

は地域社会の中で生産的な存在になる。

今年3月、ザンビア政府の要請を受け、ド

ナー諸国がUNHCRとUNOPS（国連プ

ロジェクト・サービス機関）と協力して

合同調査を実施した。調査団には日本を

含む複数の拠出国が参加して、西部の州

で開発援助を行なう優先分野を決定した。

JICAは、大規模な難民を庇護してい

る地域社会の開発支援において、豊富な

経験と知識があり高い可能性を備えてい

る。また、JICAは持続可能な平和と開

発に貢献するために、平和構築という視

点を積極的に開発事業に取り入れてきた。

一方UNHCRは、難民を援助し、彼らの

苦難に恒久的な解決策をみつけるという

直接的な任務がある。両機関が協同して、

互いが得意とする部分を組み合わせれば、

難民・帰還民の地域社会と、彼らを庇護

する地域社会の間に調和と共存をもたら

し、新たな難民の流出や紛争を予防する

とともに、難民を庇護あるいは生み出し

ている国・地域の持続可能な開発を支援

できる。

JICAとの連携で、UNHCRは以下の

強みを生かせるだろう。

・緊急援助と、大規模な難民・帰還民の流出入
に対応するうえでの50年以上にわたる長く幅広
い経験
・紛争管理、民族間の緊張、強制移動の原因に
関する幅広い知識と経験
・NGOを含む多くの機関とのネットワークとパート
ナーシップ

UNHCRとJICAは、互いの長所を補完

しながら、新たな人道ニーズや既存の困

難な人道ニーズに対処する現実的な方法

を探っている。

JICAとUNHCR
パートナーシップを
強化へ
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調査団が訪れたザンビアの難民を受け入れている地域社会の人々。
UNHCR/S. Kurosawa

国際協力事業団
企画・評価部
援助協調室

ファティマ・
シェリフノール
P r o f i l e
教育学専攻、（開発の
分野における）経営学
修 士 号を取 得 後 、
1991年、UNHCRの
職員に。北部イラク事
務所を始めとして、クロ
アチア、タンザニア、ア
ルメニア、ジュネーブ本
部に勤務後、今年2月
から、JICAに出向。



第5回

UNHCR執行委員会
結論第44号（b）

「拘禁は、随伴する苦痛に鑑
かんが

みて、通

常は回避されるべきであるという意見

を表明した。拘禁は、身元を確認し、

難民の地位もしくは庇護の申請の基礎

となる要素を確定し、難民もしくは庇

護希望者が庇護を申請しようと意図す

る国の機関の判断を誤らせる目的で旅

行証明書および／もしくは身分証明書

を破棄し、もしくは不真正文書を使用

した場合、または、国の安全もしくは

公の秩序を保護するために、法律で定

められた理由にもとづいてのみ行うこ

とができる。」

執行委員会は57か国で構成され、世

界の難民保護の基準などを定めている。

日本は執行委員会のメンバーである。

（前号の第4回の記事をお読みになりたい方は、ホ
ームページをご覧になるか、直接、広報室にお問い
合わせ下さい。）

（UNHCR NEWS 20号の続き）

庇護希望者の拘禁の問題について前回

から述べてきたが、それに代わるものと

して、たとえばインドシナ難民のために

設置されたような受け入れセンターに庇

護希望者を住まわせるなど、拘禁に代わ

る方法があるはずである。当局の管理の

下におきつつ庇護希望者も自由でいられ

るからだ。世界の多くの出入国管理当局

は難民条約の背景にある基本的価値観を

十分理解し、「不法に」入国した難民の

日常的な拘禁（収容）は行っていない。

ほとんどの国において、難民を拘禁しよ

うとする一部の出入国管理担当官の過度

な熱意は、行政部門内の彼らの上司、あ

るいは人権関係法規の執行に携わってい

る裁判官らによるチェックを受けてきた。

拘禁は、庇護希望者の流れを抑制するた

めの措置として利用されるべきではない。

そのような態度は難民保護、国際的連帯

および責任分担の精神に合致しないこと

になる。

難民は旅券を持っていても査証を取得

できない場合があるという事実も検討す

る必要がある。例えば過去10年間の紛争

中、アフガン人による査証申請のほとん

どが拒否されてきたとしたら、彼らはい

かにして迫害を逃れ日本や他国に「合法

的に」来ることができただろうか。また、

査証なしで来るために密航斡旋業者に頼

らざるを得なかったということで、彼ら

が犯罪者となる訳ではない。この関連の

最も新しい国際法――国際組織犯罪条約

の不法移民に関する議定書――によると、

犯罪者なのは不法移住を組織する者であ

り密航者自身ではない（彼らは犠牲者と

みなされるべき）ことが明確に確立され

ている。日本は同条約に署名した。その

批准と同議定書の署名を早急にすべきで

ある。

ほとんどのOECD諸国（イギリス、ド

イツ、カナダ、スイスなど）では、査証

なしで到着する庇護希望者の大多数は拘

禁されない。先進国のごく一部、特にオ

ーストラリアではそのような人物は拘禁

される。アメリカでは、身分証明書のな

い外国人が国内で庇護申請を行った場合

には拘禁されず、空港で庇護申請を行っ

た者も移民帰化局（INS）に対して信憑
ぴょう

性のある申立てを行った場合には拘禁さ

れない。ドイツでは、不法入国・滞在し

た庇護希望者は、密航斡旋業者の手を借

りた者であっても原則として拘禁されな

い。他方、日本では、空港で庇護申請を

行った者ならびに庇護手続中の者、不認

定処分について法務省に対する異議申し

出中の者や、裁判で係争中の者が多数拘

禁されている。その結果、庇護希望者が

極めて高い割合で拘禁されているような

ので、残念ながら日本は、2002年初頭ま

でに庇護希望者を拘禁する主要国のひと

つになってしまったようだ。

不法移民問題は難題である。日本の出

入国管理局は2000年に6万4000人以上

の不法移民を拘禁し4万5000人以上を退

去させた。それでも、日本にはまだ超過

滞在している外国人が23万2000人以上

いる。また、不法入国者は入国管理局の

推定では3万人、「ニューズウィーク」

誌の推定では25万人いる。「不法」にい

るこれらの外国人のほとんどは拘禁され

ていない。それに比べて入国管理局は、

庇護を求めて出頭する数十人の外国人を

拘禁の対象としている印象を与える。な

んとかならないものだろうか。

本文では庇護希望者の拘禁に関する法

的側面について触れ、国際的な慣行を比

較してみた。しかし、最も根本的な問題

は価値観や信念に関するものであり（本

国における迫害を逃れてきた者を拘禁す

ることは道義的に正しいのかという点）、

これは日本の政策決定者および社会全体

の取り組みを要するものである。
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「庇護希望者の拘禁は
正しいことだろうか？」

庇護希望者が
拘禁されない社会を求めて

査証を持たずに来る
庇護希望者たち

日本の
難民保護

UNHCR日本・韓国
地域事務所　
首席法務官

ディエゴ・ロゼロ

Domestic Asylum in
Japan



日本国際社会事業団（ISSJ）は、2か

国以上にわたる福祉・人権に関わる問題

を抱えている人々への相談事業を行う団

体です。そのような活動の一つとして、

UNHCRから日本国内の難民申請者、認

定者への生活適応援助およびカウンセリ

ングの業務を委託されています。ISSJが

支援している難民申請者、認定者の国籍

は、現在12か国。援助内容は、住居や仕

事探し、医療機関への同行、地域で開催

されている日本語教室の紹介、入国管理

局や弁護士事務所への同行、必要書類の

作成や翻訳、同行先での通訳など、多岐

にわたっています。

日本政府から難民認定の結果が出され

るまでには、何年もかかることもあり、

その間、限られた社会資源をつないで生

活する難民申請者の精神的ストレスは計

り知れません。彼らの不安な気持ちに耳

を傾け、受け止め、励まし、アドバイス

を提供するカウンセリングもISSJのソー

シャルワーカーに課せられた重要な業務

です。

収監中の人々への支援
本年からは、さらに、東京入国管理局

（東京都北区）と東日本入国管理センタ

ー（茨城県牛久市）に収監されている難

民申請者への面会およびカウンセリング

がUNHCRとの新たな契約業務に加わり

ました。外部から隔絶されている収監者

は、面会者が途絶えると「自分はもう忘

れられてしまったのではないか」と不安

に苛
さいな

まれます。ソーシャルワーカーは、

収監者と定期的に面会し、体調の確認、

必要な物品の差し入れ（外部との連絡手

段となる便箋や封筒、国際電話のテレフ

ォンカード、情報収集手段として新聞の

差し入れ希望が多い）、収監者の意向を

UNHCRや担当弁護士に報告し、精神的

に支援する体制作りに励んでいます。

いつ終わるとも知れない収監生活の中

で、収容者は身体的、精神的にも追いつ

められ、｢収容所での1日は本当に長い。

先の見えない不安な日々の繰り返しで気

が狂いそうだ｣と窮状を訴えます。中に

は収容生活が1年半におよぶ者もおり､

｢難民は最下層の生き物だ。いつになっ

たら人間として扱われるのだろうか｣、

「日本で難民申請したら､命が救われると

思った。しかし、実際には自由も人間と

しての尊厳も奪われ、死んだも同然だ」

と悲痛な声を上げています。母国に残し

てきた家族の安否の確認すら出来ない収

監者の中には、不安のあまり、睡眠障害

や摂食障害を引き起こしている者、また、

ハンガーストライキや自殺未遂を繰り返

す者もいます｡

収監中の難民申請者の認定手続き状況

は、認定審査を待つ者、不認定処分に異

議を申し出ている者、不認定取消し訴訟

中の者など様々ですが､共通しているの

は､一日でも早く拘禁を解かれたいとの

思いです。

難民申請者の増加に伴い、女性または

母子ケースの増加傾向がみられ、出産、

保育、就学の相談援助の必要性も高まっ

ています。ISSJは本年より生活適応援助

業務の一環として、文化的・社会的背景

から就労支援が難しい女性の難民申請者

を対象に、月に一度、ISSJの面接室を開

放して、手芸品の作成指導を行う自立支

援事業を開始しました。作品は、年二回

開催されるISSJの映画会でのバザーや

RAJA（次項参照）の構成団体が開催・

参加するイベント等に出品し、売上げを

女性たちに還元することを目標に掲げて

います。将来的には、この事業が女性た

ちの情報交換や交流の場として機能し、

自助グループとしての役割を担えるよう

になればと考えています｡

支援態勢の強化をめざして
日本国内の難民申請者、認定者を支援

するには、支援体制の強化が重要課題で

あり、ISSJは他の支援機関・団体との協

力関係の構築にも積極的に取り組んでい

ます。2000年1月には、「パリナック・ジ

ャパン・フォーラム」に加盟するNGO

の中で、特に日本国内の難民申請者およ

び認定者の支援を行う7団体が分科会

「国内難民支援部会」（RAJA）を立ち上

げました。

RAJAはUNHCRをパートナーとして、

毎月1回の定例会を開催し、国内難民を

支援するNGO団体の協働・連携体制の

強化、情報の共有化に努めています｡ま

た、国内難民の存在を広く社会に知らし

め、難民問題に対する人々の理解が得ら

れるよう、パンフレットの作成、イベン

トへの参加も積極的に進めています。

ISSJはパリナック・ジャパン・フォーラ

ムに加盟し、また、RAJAの構成団体と

して、他の支援機関・団体と協力しなが

ら、支援体制の確立および支援技術の向

上をめざしています。
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国内難民支援部会
（RAJA）構成団体
社会福祉法人
日本国際社会事業団
ソーシャルワーカー

大場亜衣日本国内の
難民申請者、
認定された人々 を支える

日本国内の
難民申請者、
認定された人々 を支える

日本の
難民保護

4月23日に開かれたRAJAの定例ミーティング。
この日は、ゲストを招いてノルウェーの難民受
け入れ体制についての学習会を行った。



日本が難民条約と難民議定書に加盟し

て20年が経過します。その間、難民認定

手続のあり方や、難民の地位の申請者の

自由と権利の問題（例えば収容や送還）

が頻
ひん

繁
ぱん

に議論されました。一方、日本で

難民の地位の認定を受け、定住を許され

た外国人（以下、条約難民）の数は約

300名に達しますが、認定後の動向につ

いてはほとんど知られていません。難民

条約第3章は条約難民の「職業」、第4

章は「福祉」について定めています。条

約難民のために尽力する国内の支援組織

はありますが、経済的・社会的権利を特

別に保障するための公的制度はありませ

ん。このコラムでは、日本国内に在住す

る「忘れられた難民」の「忘れられた権

利」について少し考えてみま

しょう。

難民の性質を決定づける要

素は、彼女ら/彼らの出国原

因の特徴にあります。難民は、

迫害のおそれがあるため、出

身国からの逃避を余儀なくさ

れ、政治的・社会的舞台から

制度的に排除された人たちで

す。迫害は、生命もしくは身

体に対する脅
きょう

威
い

はもちろん、

経済的自由の抑圧、社会的権

利の剥
はく

奪
だつ

や心理的圧迫をも伴

います。したがって、迫害の

過程で、人間としての価値を

否定され、教育の機会を奪われ、経済活

動の場から追い出され、心に深い傷を負

った者が難民なのです。たとえ、迫害の

危険から無事逃れて他の国に定住できて

も、彼女ら/彼らは、経済的・社会的・

心理的レベルで、ハンディキャップを背

負いながら生きてゆかなければならない

わけです。

条約難民が、社会的・経済的権利を実

現しようにも、このようなハンディがそ

れを邪魔している例は少なくありません。

日本に定住している条約難民には、出身

国での差別政策等のため初等教育すら終

えていない者がいます。就労の機会を不

当に奪われたため、職歴をほとんど持た

ない者もいます。また肉親を失い、自ら

も拷問を受けるなど辛い経験をした者に

ついては、トラウマが日常・社会生活を

おくる上での支障となっている可能性は

高いはずです。

そして、さらに条約難民が経済的・社

会的権利を実現しようとする時、これを

阻もうとするバリアがあることを忘れて

はいけません。例えば、就職における日

本語能力の要求は、条約難民が日本で就

労する現実的な機会を狭めます。また、

言葉の壁や公的扶助制度の特殊性などの

ため、社会・日常生活において必要な情

報が条約難民に伝達されていないような

例、必要な手続きにアクセスすらできな

い例もかなりあります。いわば、「異文

化バリア」です。もうひとつの障害は、

「媒介バリア」でしょう。一般的に、難

民定住支援において重要な役割を果たす

のが、難民と同じ政治・文化・社会背景

を持つコミュニティの存在と言われます。

条約難民の権利保障を媒介できるような

コミュニティがほとんどないか、あって

も非常に小さいというのが日本の現状な

のです。そして、より重大な問題は、私

達の心の中に潜む「偏見バリア」です。

実際、外国人であることを理由に差別を

受けた経験を持つ条約難民は少なくない

ですし、自分が条約難民であることを意

図的に隠している者もいます。

日本ではこれまで、いわゆるインドシ

ナ難民に対しては、日本語教育や社会へ

の適応訓練、就職斡旋といった定住促進

策が講じられてきました。他方、条約難

民に対しては、そのような施策は用意さ

れていません。日本が難民として認定し、

定住を許可した以上、彼女ら/彼らの生

活の安定と福祉の充実に、可能なかぎり

協力する必要があるはずです。そのよう

な協力や支援のあり方は、難民が日本社

会で自立し、かつ貢献していくためのエ

ンパワーメントを念頭においたものでな

ければなりません。条約難民に対してな

んら有効な支援策を講じないか、あるい

は、彼女ら/彼らの自立を阻むような誤

った援助方法をとるなら、条約難民の権

利保障にとって問題でしょう。それだけ

ではなく、条約難民に対する自立支援が

なければ、将来、長期にわたって、その

社会的負担を日本国民や地域住民が背負

うことになりかねません。

「忘れられた難民」の「忘れられた権

利」は、何も日本に限った問題ではあり

ません。難民に対して積極的な支援策を

打ち出している他の国々でも、彼女ら/

彼らは社会的・政治的に辺境に追いやら

れ、その基本的権利は危機に瀕
ひん

していま

す。また、国際人権法における難民条約

の位置付けの理解、条約難民の権利を実

現するための具体的方法の策

定など、問題は山積していま

す。そして、このような問題

の解決の鍵を握っているのが、

条約難民を社会の新しい構成

員として迎え入れる一般市民

の姿勢なのです。条約難民に

直接関わりを持つ市民の姿勢

こそが、支援政策に指針をあ

たえ、さらには難民保護に関

する国際規範の形成にすら影

響を及ぼすのではないでしょ

うか。
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異国で難民申請をする人々の
毎日は、辛く、孤独なものだ。

難民法
第1回


